
1

厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
の
算
出
方
法
に
関
す
る
特
例
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十
二
号
）

○

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１

厚
生
年
金
基
金
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
以
下
「
令
」

１

厚
生
年
金
基
金
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
厚
生
年
金
基
金
令
等
の
一
部
を
改
正
す

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
厚
生
年
金
基
金
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
八
十
五
条
の
二
（
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合

。
）
第
八
十
五
条
の
二
（
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
は
、
厚
生
年
金
基
金
（

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
は
、
厚
生
年
金
基
金
（

以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
が
解
散
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る

以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
が
解
散
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る

額
と
第
二
号
か
ら
第
三
号
の
四
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
五
号
の
五
ま
で
、
第
十

額
と
第
二
号
か
ら
第
三
号
の
四
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
五
号
の
五
ま
で
、
第
十

一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
を
合
算
し
た
額

一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
を
合
算
し
た
額

か
ら
第
七
号
か
ら
第
九
号
の
四
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
額

か
ら
第
七
号
か
ら
第
九
号
の
四
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
額

を
合
計
し
た
額
を
控
除
し
た
額
、
企
業
年
金
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い

を
合
計
し
た
額
を
控
除
し
た
額
、
企
業
年
金
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い

う
。
）
が
解
散
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
、
第
四

う
。
）
が
解
散
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
、
第
四

号
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る

号
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る

額
を
合
計
し
た
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
及
び
第

額
を
合
計
し
た
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
四
ま
で
及
び
第

十
号
か
ら
第
十
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す

十
号
か
ら
第
十
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す

る
。

る
。

一
～
六

(

略)

一
～
六

(
略)

六
の
二

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
連
合
会
が
解
散
し
た
日
ま
で
の
間
に
確

六
の
二

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
連
合
会
が
解
散
し
た
日
ま
で
の
間
に
確
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定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百
十
条
の
二
第
三

定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百
十
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
確
定
給
付
企
業
年
金
に
同
条
第
一
項
の
権
利
義
務
を
移

項
の
規
定
に
よ
り
、
確
定
給
付
企
業
年
金
に
同
条
第
一
項
の
権
利
義
務
を
移

転
し
た
基
金
の
加
入
員
及
び
加
入
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年

転
し
た
基
金
の
加
入
員
及
び
加
入
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年

金
法
第
百
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
厚
生
年

金
法
第
百
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
厚
生
年

金
保
険
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
現
価
相
当
額
の
計
算
方
法
（
平
成
十
七

金
保
険
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
現
価
相
当
額
の
計
算
方
法
（
平
成
十
七

年
六
月
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
。
第
十
二
号
に
お
い
て
「
平
成

年
六
月
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

十
七
年
告
示
第
二
百
六
十
六
号
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

に
、
当
該
基
金
が
権
利
義
務
を
移
転
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
か
ら
当
該

に
、
当
該
基
金
が
権
利
義
務
を
移
転
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
か
ら
当
該

連
合
会
が
解
散
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
に
応
ず
る

連
合
会
が
解
散
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
に
応
ず
る

利
子
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
合
算
し
た
額

利
子
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
合
算
し
た
額

七
～
十
一

(

略)

七
～
十
一

(

略)

十
二

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
基
金
が
解
散
し
た
日
ま
で
の
間
に
当
該
基

十
二

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
基
金
が
解
散
し
た
日
ま
で
の
間
に
法
第
百

金
が
年
金
た
る
給
付
及
び
一
時
金
た
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
を

四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
が
年
金
た
る
給
付
及
び
一
時
金

移
転
し
た
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

た
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
を
移
転
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

定
め
る
額
に
、
当
該
基
金
が
権
利
義
務
を
移
転
し
た
月
の
翌
月
か
ら
当
該
基

れ
当
該
基
金
が
移
換
し
た
年
金
給
付
等
積
立
金
の
額
に
、
当
該
基
金
が
権
利

金
が
解
散
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
に
応
ず
る
利
子

義
務
を
移
転
し
た
月
の
翌
月
か
ら
当
該
基
金
が
解
散
し
た
日
の
翌
日
が
属
す

に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
合
算
し
た
額

る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
に
応
ず
る
利
子
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
合

イ

法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
が
年
金
た
る
給
付

算
し
た
額

及
び
一
時
金
た
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
を
移
転
し
た
者

当

該
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
基
金
が
移
換
し
た
年
金
給
付
等
積
立
金

の
額

ロ

確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
給

付
企
業
年
金
に
同
条
第
一
項
の
権
利
義
務
を
移
転
し
た
基
金
の
加
入
員
及
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び
加
入
員
で
あ
っ
た
者

当
該
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
七
年
告

示
第
二
百
六
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

十
三
～
十
五

（
略
）

２
～
８

(
略)

十
三
～
十
五

（
略
）

９

平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
等
が
あ
っ
た
基
金
（
平
成
十
五
年
四
月

２
～
８

(

略)

一
日
以
後
平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
合
併
等
が
あ
っ
た
基
金
に
限
る
。
）
が

９

平
成
十
一
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
等
が
あ
っ
た
基
金
（
平
成
十
五
年
四
月

解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
最
後
に
算
定
し
た
額
を

一
日
以
後
平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
合
併
等
が
あ
っ
た
基
金
に
限
る
。
）
が

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
最
後
に
算
定
し
た
額
を

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
か
ら
第
三
号
の
四
ま
で
、
第
五
号
」
と
あ
る
の
は

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

「
、
第
三
号
の
三
、
第
三
号
の
四
、
第
五
号
の
三
」
と
、
「
第
七
号
か
ら
第
九

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
か
ら
第
三
号
の
四
ま
で
、
第
五
号
」
と
あ
る
の
は

号
の
四
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
号
の
三
、
第
七
号
の
四
、
第
八
号
の
三
、

「
、
第
三
号
の
三
、
第
三
号
の
四
、
第
五
号
の
三
」
と
、
「
第
七
号
か
ら
第
九

第

八
号
の
四
、
第
九
号
の
三
、
第
九
号
の
四
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成

号
の
四
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
号
の
三
、
七
号
の
四
、
第
八
号
の
三
、
第

十
一
年
十
月
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
三
号
の
三
中
「
平
成
十
五
年
四
月
」
と

八
号
の
四
、
第
九
号
の
三
、
第
九
号
の
四
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成
十
一

あ
る
の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ
っ
た
月
」
と
、
同
項
第
五
号
の

年
十
月
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
三
号
の
三
中
「
平
成
十
五
年
四
月
」
と
あ
る

三
中
「
平
成
十
五
年
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等

の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ
っ
た
月
」
と
、
同
項
第
五
号
の
三
中

が
あ
っ
た
日
」
と
、
同
項
第
七
号
の
三
及
び
第
八
号
の
三
中
「
平
成
十
五
年
四

「
平
成
十
五
年
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ

月
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ
っ
た
日
の
前
日
が
属
す

っ
た
日
」
と
、
同
項
第
七
号
の
三
及
び
第
八
号
の
三
中
「
平
成
十
五
年
四
月
」

る
月
の
翌
月
」
と
、
同
項
第
九
号
の
三
中
「
平
成
十
五
年
四
月
一
日
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ
っ
た
日
の
前
日
が
属
す
る
月

の
は
「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ
っ
た
日
」
と
す
る
。

の
翌
月
」
と
、
同
項
第
九
号
の
三
中
「
平
成
十
五
年
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は

～

（
略
）

「
第
五
項
に
規
定
す
る
合
併
等
が
あ
っ
た
日
」
と
す
る
。

10

11令
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
子
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
五

～

（
略
）

12

10

11

号
ま
で
に
規
定
す
る
利
子
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
平
成
十
一
年
か
ら
基
金
又
は

令
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
子
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
五

12

連
合
会
が
解
散
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の
前
月
が
属
す
る
年
ま
で
の
各
年

号
ま
で
に
規
定
す
る
利
子
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
平
成
十
一
年
か
ら
基
金
又
は
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（
平
成
十
一
年
に
あ
っ
て
は
、
同
年
の
十
月
以
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
次
の
表

連
合
会
が
解
散
し
た
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
の
前
月
が
属
す
る
年
ま
で
の
各
年

に
定
め
る
率
と
す
る
。

（
平
成
十
一
年
に
あ
っ
て
は
、
同
年
の
十
月
以
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
次
の
表

に
定
め
る
率
と
す
る
。

平
成
十
一
年
（
同
年
の
十
月
以
降
の

年
四
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
一
年
（
同
年
の
十
月
以
降
の

年
四
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト

期
間
）

期
間
）

平
成
十
二
年

年
四
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
二
年

年
四
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
三
年

年
三
・
六
二
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
三
年

年
三
・
六
二
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
四
年

年
三
・
二
二
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
四
年

年
三
・
二
二
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
五
年

年
一
・
九
九
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
五
年

年
一
・
九
九
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
六
年

年
〇
・
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
六
年

年
〇
・
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
七
年

年
四
・
九
一
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
七
年

年
四
・
九
一
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
八
年

年
二
・
七
三
パ
ー
セ
ン
ト


